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茨
城
町
環
境
基
本
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

　

平
成
25
年
３
月
５
日
に
茨
城
町
環
境
審
議
会
（
佐
藤
方
彦
会
長
、山
口
美
知
子
副
会
長
）

か
ら
小
林
宣
夫
町
長
に
「
茨
城
町
環
境
基
本
計
画
に
つ
い
て
」
の
答
申
が
行
わ
れ
、
本
年

３
月
に
「
茨
城
町
環
境
基
本
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

本
計
画
は
、「
茨
城
町
環
境
基
本
条
例
」
に
基
づ
き
、
人
と
自
然
と
が
共
生
で
き
る
よ

う
な
多
様
な
自
然
環
境
の
保
全
、
環
境
負
荷
の
少
な
い
持
続
的
な
発
展
が
可
能
な
社
会
の

構
築
、
地
球
環
境
の
保
全
な
ど
、
環
境
の
保
全
及
び
創
造
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ

計
画
的
な
推
進
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
策
定
し
た
も
の
で
す
。

　

今
回
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
茨
城
町
に
お
い
て
活
動
す
る
環
境
保
全
団
体
と
町
職
員

に
よ
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
、「
自
然
・
や
す
ら
ぎ
」「
快
適
・
安
全
」「
資
源
・
エ

ネ
ル
ギ
ー
」
の
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
わ
か
れ
、環
境
将
来
像
と
各
グ
ル
ー
プ
の
基
本
目
標
、

施
策
の
内
容
、
協
働
に
よ
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
活
発
に
意
見
を
出
し
合
い
、
素
案
を
作

成
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
茨
城
町
環
境
審
議
会
に
お
い
て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
経
て
作

成
し
た
素
案
に
つ
い
て
、
本
年
２
月
18
日
ま
で
に
３
回
に
わ
た
り
慎
重
な
審
議
が
重
ね
ら

れ
て
き
ま
し
た
。

　

本
計
画
に
お
い
て
、
町
の
目
指
す

べ
き
環
境
将
来
像
を
「
自
然
を
愛
し
、

人
も
生
き
も
の
も　

安
ら
げ
る
ま
ち

　

い
ば
ら
き
」
と
し
て
掲
げ
て
い
ま

す
。
こ
の
将
来
像
の
実
現
に
向
け
て
、

施
策
の
内
容
と
町
民
・
事
業
者
・
行

政
の
協
働
に
お
け
る
取
り
組
み
を
推

進
し
て
い
き
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】
み
ど
り
環
境
課　

☎
０
２
９
（
２
４
０
）
７
１
３
５

　

茨
城
県
内
に
お
い
て
、
医
療
費
等
の
還
付

を
名
目
と
し
た
還
付
金
詐
欺
が
相
次
い
で
い

ま
す
。

【
事
例
】

　

役
場
職
員
や
社
会
保
険
事
務
局
（
所
）
職

員
を
名
乗
る
者
か
ら
、「
医
療
費(

等)

の

過
払
分
が
あ
り
ま
す
。
還
付
が
受
け
ら
れ
る

の
で
本
日
中
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。」

な
ど
と
い
っ
た
電
話
が
あ
り
、
フ
リ
ー
ダ
イ

ヤ
ル
の
電
話
番
号
等
が
伝
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
番
号
に
電
話
を
か
け
る
と
、
ス
ー

パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動
預
払
機

（
A
T
M
）
に
行
く
よ
う
指
示
さ
れ
ま
す
。

　

A
T
M
に
行
き
、
相
手
の
指
示
ど
お
り

に
操
作
す
る
と
、
戻
る
と
思
っ
て
い
た
は
ず

の
お
金
が
逆
に
自
分
の
口
座
か
ら
だ
ま
し
取

ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

還
付
金
詐
欺
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
‼

還
付
金
詐
欺
の
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

・
医
療
費
や
保
険
税
の
還
付
、
高
額
療
養
費

の
支
給
に
つ
い
て
、
ご
本
人
か
ら
の
申
請
書

や
、
町
役
場
か
ら
の
通
知
が
無
い
の
に
、
電

話
だ
け
で
連
絡
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
。

・
役
場
が
、
医
療
費
や
保
険
税
還
付
、
高
額

療
養
費
の
支
給
、
税
金
等
の
手
続
の
た
め
に

A
T
M
で
の
操
作
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対

に
あ
り
ま
せ
ん
。

・
還
付
金
等
の
電
話
が
あ
っ
た
際
に
は
、
役

場
等
に
連
絡
し
、
事
実
か
ど
う
か
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

・
A
T
M
の
操
作
を
求
め
る
電
話
や
手
紙
は

「
詐
欺
」
と
考
え
、
相
手
が
伝
え
た
電
話
番

号
に
は
連
絡
せ
ず
に
、
す
ぐ
に
最
寄
り
の
警

察
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合
は
、
左
記
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

　

保
険
課
（
国
保
・
後
期
高
齢
担
当
）

　

☎
０
２
９
（
２
４
０
）
７
１
１
３　

　

茨
城
県
警
察
本
部
に
お
い
て
も
通
報
・
相

談
電
話
が
あ
り
ま
す
。
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く
か
、
最
寄
り
の
警
察
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

茨
城
県
警
察
振
り
込
め
詐
欺
対
策
室

　

☎
０
２
９
（
３
０
１
）
０
０
７
４

答申の様子（左から小林町長、佐藤
会長、山口副会長）



不
妊
治
療
費
助
成
事
業
の
ご
案
内
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　健康増進課では、“こんにちは赤ちゃん事業”で訪問活動を行う、『乳児家庭訪問指導員』を募集してい
ます。
　指導員の方には、町内の生後４か月までの赤ちゃんのいるご家庭を訪問し、赤ちゃんの様子の確認や、
子育てに関するアドバイスなどを行っていただいております。お子さんに携わる仕事をされていた経験の
ある方など、指導員としてご登録いただける方は、健康増進課までご連絡ください。お待ちしております。

１．募集人員　　　　若干名

２．募集条件　　　　助産師・保健師・看護師・保育士等の有資格者で、車の運転ができる方

３．業務内容　　　　 生後 4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、乳児の発育発達状態の観察と、家族が
抱える子育ての悩みや不安についてのアドバイスを行う。（訪問手段としては町の
公用車を使用します。）

４．報　　酬　　　　１件につき 4,000 円

　【問合せ先】　　　 茨城町健康増進課　　☎０２９－２４０－７１３４

乳児家庭訪問指導員を募集します

　

茨
城
町
で
は
、
不
妊
治
療
を
受
け
た
方
に

治
療
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　

平
成
25
年
４
月
１
日
以
降
に
開
始
し
た
治

療
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

◆
対
象
者

　

 

①
法
律
上
の
婚
姻
を
し
て
い
る
ご
夫
婦

で
、
ど
ち
ら
か
が
１
年
以
上
続
い
て
町
内

に
住
所
を
有
し
て
い
る
方

　

 

②
茨
城
県
不
妊
治
療
費
補
助
金
の
交
付
を

受
け
た
方

　

③
町
税
を
完
納
さ
れ
て
い
る
方

◆
対
象
と
な
る
治
療

　

体
外
受
精
、
顕
微
授
精

◆
助
成
内
容

　

茨
城
県
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
受
診
等
証

明
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
領
収
金
額
か
ら
県

補
助
金
の
交
付
額
を
差
し
引
い
た
額
と
し
、

上
限
を
５
０
，
０
０
０
円
と
し
ま
す
。

　

助
成
回
数
に
つ
い
て
は
、
県
補
助
事
業
の

回
数
と
同
じ
と
な
り
ま
す

◆
申
請
方
法

　

治
療
が
終
了
し
た
年
度
内
に
、
次
の
書
類

を
添
え
て
健
康
増
進
課
（
ゆ
う
ゆ
う
館
内
）

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
県
補
助

金
の
交
付
決
定
を
受
け
て
か
ら
、
町
へ
の
申

請
に
な
り
ま
す
。

　

 

①
茨
城
町
不
妊
治
療
費
助
成
金
交
付
申
請

書
（
様
式
１
号
）

　
 

②
茨
城
県
不
妊
治
療
費
補
助
金
交
付
決
定

通
知
書
の
写
し

　

 
③
茨
城
県
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
受
診
等

証
明
書
の
写
し

　

④
納
税
証
明
書

【
問
合
せ
先
】
健
康
増
進
課　
　

☎
０
２
９
（
２
４
０
）
７
１
３
４

　

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
（
車
検
証
）
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

心
身
に
障
害
が
あ
る
方
な
ど
が
使
用
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
申

請
に
よ
る
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。
申
請
期
限
は
、
自
動
車
税
は
５
月
31
日
ま
で
に
、
軽
自
動
車
税

は
５
月
24
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】　

自
動
車
税
…
茨
城
県
水
戸
県
税
事
務
所　

収
税
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
０
２
９（
２
２
１
）６
７
８
８

　
　
　
　
　
　

軽
自
動
車
税
…
茨
城
町
税
務
課　

☎
０
２
９
（
２
４
０
）
７
１
１
４

　
　
　
　
　

は
納
期
内（
５
月
31
日
ま
で
）に
納
め
ま
し
ょ
う

自
動
車
税

軽
自
動
車
税


